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11月20日の本会議で、「職員給与を削減する条例案」

について、田口一登議員が質問を行いました。

職員給与の引き下げ案は、人事委員会の勧告にもと

づいて月例給を0.24％、一時金を0.05月分引き下げる

というものです。

月給引き下げは名古屋市と仙台市だけ
名古屋市人事委員会の勧告は、国の人事院や他の地

方公共団体の人事委員会の勧告と比べて、職員にとっ

てたいへん厳しいものとなっています。一時金につい

ては、国や愛知県、他の指定都市も引き下げを勧告し

ましたが、月例給については、国は据え置き、指定都

市ではマイナス勧告は仙台市だけで、９都市は据え置

き。他は、まだ、報告・勧告をしていません。

河村市政12年間で年収が81万円減少
河村市政の12年間、月例給のプラス勧告は、名古屋

市では３回だけですが、国は６回、愛知県は８回もあ

りました。しかも、2014年度は課長級以上については

引き上げを行わず、一時金についても、2016年度は引

き上げ幅を圧縮しました。河村市政の12年間で、職員

（行政職給料表適用者）の平均年収は「約81万円の減

少」と総務局長は答弁しました。

河村市長は、人事委員会の勧

告を受けて、「国が月例給を据

え置く中、マイナス勧告が出た

のでほっとした」とコメントし

ました。マイナス勧告に「ほっ

とした」という市長の言葉を聞

いて、コロナ関連の業務が加わ

り忙殺されながら、コロナ感染

のリスクも抱えながら、市民の命と暮らしを守るため

に奮闘している職員は、心が折れたのではないでしょ

うか。

「保健センター職員に感謝」なら発言撤回を
感染拡大防止の最前線で尽力している保健所・保健

センターの職員にたいして市長は、議場で、「医療関

係者の方からも『ナゴヤの保健センターは本当に頑張っ

とる』という声が私の元に届いている」「市民に成り

代わり、職員にありがとうと言いたい」と感謝の言葉

を述べています。田口議員は市長に、「これが本心な

ら、給与を引き下げ、職員の労苦に報いられないこと

に胸が痛むのではないか。『ほっとした』などという

職員の意欲を削ぐ言葉は撤回を」と求めました。

低賃金の非正規職員も賃下げに
市長は、「撤回するつもりはない」と答えました。

職員の給与引き下げは、年収２百数十万円台から300万

円ほどしかない会計年度任用職員の報酬にも連動しま

す。低賃金の非正規職員も含めて、コロナ禍のもとで

奮闘している職員に賃下げを強いることになります。

職員給与削減議案に対する質疑 田口一登議員（2020年11月20日）

コロナ禍のもとで奮闘する市職員に賃下げ

河村市長「ほっとした」・・・非情な発言は撤回を

会計年度任用職員の年収（円・2020年度の上限）

短時間勤務職員
（週30時間）

フルタイム職員

改定前 改定後 改定前 改定後

企画調整等又は組織管理運営を伴う
補助的業務を行う者

3,166,451 3,147,438 4,090,928 4,067,429

市民対応業務等の補助的業務又は専
門資格を要する補助的業務を行う者

2,965,248 2,948,431 3,829,712 3,808,599

内部事務等の補助的業務を行う者 2,635,363 2,620,787 3,406,499 3,386,727

技能労務業務の補助的業務を行う者 2,456,528 2,448,754 3,173,907 3,163,862

簡易な補助的業務を行う者 1,570,184 1,565,910 2,028,986 2,023,287

名古屋市と国の給与勧告

年

名古屋市 国

月例給 ボーナス 月例給 ボ一ナス

勧告（％） 勧告月数 年間月数 勧告（％） 勧告月数 年間月数

2009 △2.99 △0.35 4.15 △0.22 △0.35 4.15

2010 △2.35 △0.20 3.95 △0.19 △0.20 3.95

2011 （△0.02） － （3.95） △0.23 － （3.95）

2012 △0.73 － （3.95） (△0.07) － （3.95）

2013 （0.01） － （3.95） (0.02) － （3.95）

2014 0.27 0.15 4.10 0.27 0.15 4.10

2015 0.34 0.10 4.20 0.36 0.10 4.20

2016 △0.18 0.165 4.30 0.17 0.10 4.30

2017 0.09 0.10 4.40 0.15 0.10 4.40

2018 (0.02） 0.05 4.45 0.16 0.05 4.45

2019 （△0.02） 0.05 4.500 0.09 0.05 4.50

2020 △0.24 △0.05 4.45 (△0.04) △0.05 4.45

勧告率及び年間支給割合の「（ ）」は、較差が極めて小さく是正していない。


